
立候補予定者を対象に説明会を開催します

農業委員会委員一般選挙の
投票日は８月26日㈰です

　任期満了に伴う農業委員会委員一般選挙が、
８月19日㈰に告示され、26日㈰に投開票が行わ
れます。
　今回の選挙から、農業委員の定数は下表のと
おりとなり、全員で26人となります。

※投票や立候補ができる人は、市農業委員会委
員選挙人名簿に登録されている人です。
■期日前投票
　投票日に投票できない人は、期日前投票を行
いましょう。
▶期間　８月20日㈪から25日㈯まで
▶時間　午前８時半から午後８時まで
▶場所　第１選挙区　西根地区市民センター
　　　　第２選挙区　松尾総合支所
　　　　第３選挙区　安代総合支所
　詳しくは、市選挙管理委員会事務局（☎・内
線1226）まで。

農業委員会委員一般選挙の日程
■立候補予定者説明会
▶第１選挙区
　日時　７月27日㈮　午後２時から
　場所　市役所大会議室
▶第２選挙区
　日時　７月27日㈮　午前９時半から
　場所　松尾総合支所大会議室
▶第３選挙区
　日時　７月26日㈭　午後２時から
　場所　安代総合支所大会議室
■立候補届出書類の事前審査
　日時　８月８日㈬　午前８時半から午後５時まで
　場所　第１選挙区　市役所大会議室
　　　　第２選挙区　松尾総合支所第２会議室
　　　　第３選挙区　安代総合支所大会議室
■立候補届け出受付
　日時　８月19日㈰　午前８時半から午後５時まで
　場所　第１選挙区　市役所大会議室
　　　　第２選挙区　松尾総合支所大会議室
　　　　第３選挙区　安代総合支所大会議室
■投票
　日時　８月26日㈰　午前７時から午後６時まで
  場所　入場券に記載されている投票所
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選　挙　区 区　　域 定　　数
第１選挙区 西根地区 14 人（２人減）
第２選挙区 松尾地区 ６人（１人減）
第３選挙区 安代地区 ６人（１人減）

後期高齢者医療制度の
被保険者証を更新します ●保険証や認定証について詳しくは

市役所市民課国保年金係（☎・内線1135）

国民健康保険税の税率
引き上げにご理解願います 　●国民健康保険税について詳しくは

　　市役所税務課市民税係（☎・内線1248）
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療
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古
い
保
険
証
は
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７
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31
日
で
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効
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迎
え
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す
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で
、
８
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１
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以
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療
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窓

口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
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臓
器
移
植
に
関
す
る
法
律
の
改

正
に
よ
り
、
す
べ
て
の
医
療
保
険

の
保
険
証
に
「
臓
器
提
供
に
関
す

る
意
思
表
示
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」
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
す
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保
険
証
の
裏
面
に
、
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さ
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で
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意
思
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へ
の
ご
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い
し
ま
す
。
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有
効
期
限
が
、
７
月
31
日
の
減

額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
世

帯
全
員
の
所
得
の
状
況
が
確
認
で

き
、
８
月
以
降
も
対
象
と
な
る
方

（
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
に
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す
る
被
保
険
者
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は
、
７
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末

ま
で
に
、
市
か
ら
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を

送
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
た
に
減
額
認
定
証
が
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要
と
な
る
方
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、
条
件
を
確
認

の
上
、
市
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所
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窓
口
で
申
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し
て
く
だ
さ
い
。

減額認定証とは
　24年度住民税非課税世帯の方が医療機関
を受診した場合、減額認定証を提示するこ
とによって、窓口での自己負担が世帯の限
度額までになります。これは、外来、入院
どちらの受診に対しても適用されます。
　入院のときは、食事代の減額を受けるこ
ともできます。

義
援
金

区分
医療給付費分

後期高齢者
支援金等分

介護納付金分

加入者全員 4０～６4 歳

所得割
23年度 5.9０％ 1.9０％ 1.32％
24年度 7.００％ 2.3０％ 1.8０％

（比較） （+1.1０％） （+０.4０％） （+０.48％）

資産割
23年度 2６.００％ 4.００％ 7.００％
24年度 2６.００％ 5.００％ 7.００％

（比較） （－） （+1.００％） （－）

均等割
23年度 17,６００ 円 ６,4００ 円 ６,7００ 円
24年度 2０,０００ 円 7,０００ 円 7,7００ 円

（比較） （+2,4００ 円） （+６００ 円） （+1,０００ 円）

平等割
23年度 25,０００ 円 5,０００ 円 ６,０００ 円
24年度 2６,０００ 円 ６,5００ 円 7,０００ 円

（比較） （+1,０００ 円） （+1,5００ 円） （+1,０００ 円）
課税限度額 51 万円 14 万円 12 万円
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受
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ら
れ
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国
保
は
、
加
入
者
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皆
さ
ん
に

納
め
て
い
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だ
く
国
保
税
と
国
や

県
か
ら
の
補
助
金
な
ど
で
運
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し

て
お
り
、
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に
よ
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重
な
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で
す
。

　

し
か
し
、
近
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、
医
療
技
術

の
高
度
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や
急
速
な
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進
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に
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増
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一
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収
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は
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と
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が
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こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
り
、
国

民
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康
保
険
事
業
の
安
定
的
な
運

営
を
図
る
た
め
、
国
保
税
の
税
率

改
正
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
市

税
条
例
の
改
正
案
は
３
月
に
開
催

さ
れ
た
市
議
会
定
例
会
で
可
決
さ

れ
、24
年
度
国
民
健
康
保
険
税
は
、

左
表
の
内
容
で
引
き
上
げ
と
な
り

ま
す
。

　

加
入
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
負

担
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
国
民
健

康
保
険
制
度
を
将
来
に
わ
た
り
維

持
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
改
正

で
す
の
で
、
ご
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と
ご
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力
を

お
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い
し
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市
立
図
書
館
は
、
業
務
の

一
部
を
民
間
委
託
す
る
に
あ

た
り
、
委
託
業
者
の
選
定
を

行
い
ま
す
。

■
委
託
業
務

窓
口
業
務
、
書
架
整
理
、
図

書
資
料
の
整
備
、
管
理
業
務

な
ど

■
委
託
期
間

平
成
25
年
４
月
1
日
か
ら
28

年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間

■
選
定
に
つ
い
て

　

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方

式（
企
画
提
案
）に
よ
り
提

出
さ
れ
た
書
類
を
も
と
に
、

市
が
設
置
す
る
選
定
委
員
会

が
審
査
、
選
定
を
し
ま
す
。

■
質
問
書
の
受
付

❶
期
限　
７
月
13
日
㈮
ま
で

❷
提
出
方
法

　

フ
ァ
ク
ス（
０ 

１
９
５
‒

７
５
‒
１
７
０
１
）に
よ
り

質
問
内
容
を
送
信
し
て
く
だ

さ
い
。

❸
回
答
に
つ
い
て

　

7
月
18
日
㈬
ま
で
に
フ
ァ

ク
ス
で
回
答
し
ま
す
。

※
電
話
、
口
頭
で
の
質
問
お

よ
び
期
間
終
了
後
の
質
問
は

受
け
付
け
ま
せ
ん
。

■
応
募
書
類
の
提
出

❶
期
間　
7
月
20
日
㈮
か
ら

30
日
㈪
の
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で

※
休
館
日
の
24
日
㈫
を
除
く
。

❷
提
出
先　
市
立
図
書
館

❸
提
出
方
法　
直
接
持
参

　

こ
の
記
事
は
、
内
容
を
一

部
抜
粋
し
て
記
載
し
て
い
ま

す
の
で
、詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

※23年中の収入状況が不明な人は、国保税の正しい
算定ができない場合や、軽減を受けられない場合が
あります。申告は、収入の有無に関わらず必要です。
※24年度の納税通知書は７月中旬に発送します。

税率の比較表

保険証裏面の意思表示欄への記入をお願いします

各課からのHOT LINE

0809 No.153◎2012． 7． 5


